
杜
牧
に
お
け
る

「
甘
露
の
変
」

i
l
李
甘
・
李
中
敏
と
の
交
流
を
通
し
て
i

l

一、品別一一口問

杜
牧
の
一
長
篇
五
一
一
一
一
同
排
律
詩
一
十
二
韻
」
(
吋
奨
刊
文

い
巻
二
。
以
下
巻
数
の
み
記
す
)
文
宗
大
和
九
年
(
郎
)
春
か
ら
夏

に
か
け
て
の
続
期
間
、
杜
牧
が
朝
廷
に
勤
務
し
た
体
験
を
、
凡
そ
十

年
後
に
唯
一
杜
牧
自
身
の
体
験
と
し
て
回
想
し
た
詩
で
あ
る
。
筆
者

は
以
前
、
臨
州
刺
史
の
生
活
を
嫌
悪
し
て
い
た
杜
牧
が
自
薦
の
意
図

の
も
と
に
、
自
身
の
修
辞
的
力
量
を
示
す
ぺ
く
、
こ
の
長
篇
の
排
律

を
著
し
た
と
指
摘
し
た
。
詩
中
で
は
、
大
和
九
年
当
時
に
懐
い
て
い

た
政
治
参
加
へ
の
情
熱
と
、
に
も
拘
わ
ら
ず
腐
敗
し
た
政
治
状
況
下

に
あ
っ
て
そ
れ
を
発
揮
し
得
な
か
っ
た
葛
藤
と
を
描
き
、
明
主
の
下

に
あ
る
今
こ
そ
は
志
を
発
揮
で
き
る
時
期
だ
と
詠
じ
て
い
る
。
こ
の

内
容
か
ら
も
、
杜
牧
が
長
い
沈
黙
を
破
り
自
薦
詩
を
制
作
し
た
意
図

が
読
み
と
れ
る
と
指
摘
し
た
。

本
稿
で
は
、
更
に
…
歩
を
進
め
、

杜
牧
が
多
く
を
諮
ら
な
か
っ
た

一口問

橋

来

未

大
和
九
年
の
朝
廷
勤
務
及
び
の
変
」
を
、
実
際
に
は
ど
の
様

に
感
じ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
は
杜
牧
に
と
っ
て
如
何
な
る
意
味
を
持

つ
体
験
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

吋
奨
川
文
集
い
に
は
、
そ
の
こ
と
へ
の
言
及
は
八
作
品
に
見
え
る
。

平
民
事
文
皇
帝
一
一
一
十
二
韻
」
以
外
で
は
、
鄭
注
・
李
訓
へ
の
批
判
的

言
及
が
、
基
一
一
路
銘
一
…
一
篇
及
び
一
首
に
見
え
る
。
ま
た
、
鄭
注
へ
の
抗

議
に
よ
っ
て
左
遷
さ
れ
た
友
人
李
甘
・
李
中
敏
を
誌
じ
る
「
李
甘

詩
」
(
巻
二
、
「
李
和
鼎
」
(
巻
ニ
)
、
「
李
給
一
事
」
(
巻
二
)
の
一
一
一
首

に
、
間
接
的
な
表
現
が
同
ん
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
社
牧
の
「
甘
露
の
変
」
に
対
す
る
態
度

は
、
以
上
の
数
首
に
関
す
る
宋
・
葛
立
方
辺
隣
諸
陽
秋
」
の
批
評
を

踏
ま
え
、
「
杜
牧
は
箆
官
を
批
判
し
た
か
否
か
」
と
い
う
視
点
を
中

心
に
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
未
だ
に
定
説
と
見
な
さ
れ
る
も
の

は
な
い
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
一
一
首
は
友
人
と
杜
牧
自
身
と
が
ど
の
様
に
描
か



れ
て
い
る
の
か
と
い
う
、
い
わ
ば
基
本
的
な
点
か
ら
再
検
一
討
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
杜
牧
の
「
甘
践
の
変
」
に
対
す
る
別
の
見
方
が
明
ら

か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
こ
に
は
「
苦
事
文
皐
帯
三

十
二
韻
」
に
は
捕
か
れ
て
い
な
か
っ
た
、
社
牧
流
の
抗
議
の
態
度
や

理
念
が
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
、
実
際
の
作
品
を
通
し

て
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

一
一
、
杜
牧
と
李
甘
・
李
中
敏
と
の
交
流

始
め
に
、
杜
牧
と
李
討

(
?
1
閥
、
字
は
和
鼎
)
、
李
中
敏

年
来
詳
、
字
は
綴
之
)
と
の
交
流
及
び
「
甘
館
の
変
」
と
の
関
わ
り

に
つ
い
て
締
認
し
て
お
き
た
い
。

に
は
、
こ
の
ご

に
つ
い
て
次
の
記
述
が
見
え
る
口

少
与
李
柱
、
李
中
敏
、
向
。
其
遥
古
今
、
善
処
成
敗
、
甘
等

不

及

也

。

(

巻

百

六

十

六

杜

牧

信

)

少
く
し
て
李
甘
、
李
中
敏
、
宋
却
と
蓄
し
。
其
の
官
今
に
通
じ
、

成
敗
に
義
処
す
る
こ
と
、
甘
等
及
ば
ざ
る
な
り
。

性
間
階
、
与
杜
牧
、
李
せ
諮
問
。
英
文
辞
気
節
大
抵
相
上
下
。

(
巻
百
十
八
李
中
敏
伝
)

牲
は
制
輸
に
し
て
、
社
牧
、
李
甘
と
蕎
し
口
其
の
文
辞
の
気
節
は

大
抵
相
い
上
下
す
。

に
拠
れ
ば
、
社
牧
と
李
甘
、
李
中
敏
の
三
者
は
、
側
首
…

な
性
格
と
節
義
あ

た
よ
う
で
あ
る
。

李
甘
と
杜
牧
と
は
、
大
和
二
年
(
蹴
)
に
杜
牧
が
進
士
科
及
び
賢

良
方
正
能
高
一
一
一
口
極
諌
科
に
合
格
し
た
際
の
、
制
科
に
お
付
る
同
期
及

第
者
で
あ
る
。
膳
・
趨
燐
撰
口
問
話
録
い
商
部
・
下
に
は
、
中
庸
期

の
文
域
を
評
す
る
条
に
お
い
て
、
韓
愈
、
柳
宗
一
苅
、
皇
甫
泥
等
に
続

け
て
李
甘
の
人
と
な
り
と
詩
文
と
を
「
長
慶
以
来
、
李
封
州
甘
、
為

文
歪
精
、
奨
抜
公
心
、
亦
類
数
公
。
甘
出
於
李
相
国
武
都
公
門
下
、

時
以
為
得
入
。
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
当
時
名
声
の
あ
る
人
物
で
あ

っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
一
方
、
李
中
敏
は
、
杜
牧
が
仕
官
後
間
も

な
く
江
商
観
察
使
の
幕
府
に
勤
務
し
た
際
(
大
和
二
年
十
月
i
大
和

四
年
九
月
頃
)
の
同
僚
で
あ
っ
た
。

大
和
八
年
(
脳
)
に
間
平
総
が
起
き
た
際
、
司
門
員
外
郎
に
あ
っ
た

李
中
敏
は
、
「
王
守
澄
と
鄭
注
と
に
よ
っ
て
疑
め
ら
れ
た
宰
相
宋
申

錫
の
無
実
を
晴
ら
す
べ
く
、
鄭
注
を
処
罰
す
れ
ば
、
皐
魁
は
収
ま

る
」
と
の
苛
烈
な
上
疏
を
行
っ
た
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
「
新
唐

李
中
敏
伝
に
は
次
の
様
に
記
す
。

つ
:
宋
申
錫
位
宰
相
、
生
平
鍍
致
一
不
受
、
其
道
勤
正
。
姦
人

忠
之
、
陥
不
測
之
革
、
獄
不
参
験
、
街
恨
而
没
、
天
下
士
皆
指

包
郵
注

D

臣
知
数
菟
必
列
訴
上
帝
、
天
之
降
災
、
殆
有
由
然
。

(
略
)
況
申
錫
之
校
、
天
下
知
之
。
何
培
斬
一
注
以
快
忠
痘
之

の
作
印
刷
と
が
似
通
っ
た
、
親
友
同
士
だ
っ
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刻
一
大
且
雨
失
。
」
帝
不
省
。
中
敏
以
病
告
満
、
帰
頴
陽
。

「
:
ム
ホ
申
錫
宰
相
に
位
す
る
も
、
生
平
韻
致
は
一
も
受
け
ず
、

其
の
道
は
勤
立
な
り
。
姦
人
之
を
忌
み
、
不
測
の
事
に
陥
れ
ら

れ
、
獄
し
て
参
験
せ
ら
れ
ず
、
恨
み
を
舘
み
て
没
す
れ
ば
、
天

下
の
士
皆
な
鄭
注
を
指
臼
す
。
一
位
は
数
菟
必
ず
列
ね
て
上
帝
に

訴
え
ら
れ
、
天
の
降
災
、
殆
ど
出
り
て
然
る
こ
と
有
る
を
知

る
。
(
略
)
況
ん
や
申
錫
の
柱
、
天
下
之
を
知
る
口
何
ぞ
一
の

注
を
斬
り
て
以
て
忠
控
の
魂
を
快
く
せ
ば
、
別
ち
一
大
旦
に
雨
ふ

ら
ん
と
す
る
を
精
し
ま
ん
よ
と
。
南
省
み
ず
。
中
敏
病
を
以

て
満
を
告
し
、
頴
陽
に
帰
る
。

の
一
記
事
に
拠
れ
ば
、
李
中
敏
の
こ
の
よ
疏
は
開
き
入
れ
ら
れ
な

か
っ
た
た
め
、
病
と
称
し
満
期
を
申
し
出
て
帰
郷
し
た
と
い
う
。

大
和
九
年
春
、
杜
牧
は
監
察
御
史
と
し
て
、
准
宿
節
度
使
の
幕
府

か
ら
朝
廷
に
勤
務
し
た
。
そ
の
際
李
甘
は
侍
御
史
と
し
て
勤
務
し
て

お
り
、
御
史
台
に
お
け
る
杜
牧
の
上
司
と
い
う
関
係
と
な
っ
た
。
そ

こ
で
七
月
に
、
李
甘
の
庇
誠
一
事
件
が
起
き
た
。
そ
の
経
緯
を
、
吋
新

い
巻
百
十
八
李
甘
伝
に
は
次
の
様
に
記
す
口

鄭
注
侍
講
禁
中
、
求
宰
相
、
朝
廷
諮
一
一
一
一
間
将
用
之
。
せ
顕
倍
臼

「
宰
相
代
天
治
物
者
、
山
口
先
徳
望
、
後
文
装
。
注
何
人
、
欲
得

率
相
。
白
麻
出
、
我
必
壊
之
。
」
既
市
麻
出
、
乃
以
越
僑
為
郎

坊
節
度
使
。
甘
坐
経
緯
、
庇
封
州
司
馬
。

鯨
注
耕
一
市
中
に
侍
講
す
る
に
、
宰
棺
を
求
め
、
朝
廷
将
に
之
を
用

い
ん
と
す
と
諒
一
一
一
一
口
す
。
甘
顕
ら
か
に
倍
え
て
臼
く
「
宰
相
は
天

に
代
わ
り
て
物
を
治
む
る
者
な
れ
ば
、
当
に
徳
望
を
先
に
し

て
、
文
芸
を
後
に
す
べ
し
。
注
何
人
に
し
て
、
宰
相
を
得
ん
と

欲
す
る
。
白
蘇
出
づ
れ
ば
、
我
必
ず
之
を
壊
ら
ん
。
」
と
。
既

に
し
て
麻
出
づ
る
や
、
乃
ち
越
備
を
以
て
都
坊
節
度
使
と
為

す
。
甘
は
軽
障
に
坐
し
て
、
封
州
司
馬
に
庇
せ
ら
る
。

こ
の
記
事
に
拠
る
と
、
李
甘
は
鄭
、
記
の
宰
相
就
任
の
噂
を
聞
き
、

「
そ
れ
を
日
記
し
た
訪
問
蓄
を
破
り
捨
て
る
」
と
反
対
を
高
ら
か
に
唱
え

た
。
と
こ
ろ
が
実
際
の
詔
勅
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
李
甘
は
「
経

緯
」
と
し
て
封
州
一
時
馬
(
現
在
の
広
東
省
封
川
県
)
に
左
遷
さ
れ
た

と
い
う
。
そ
の
一
連
の
事
件
を
側
蘭
で
体
験
し
た
杜
牧
は
、
病
気
を

理
由
に
格
揚
へ
転
任
し
た
の
で
あ
っ
た
口

そ
の
格
陽
で
社
牧
は
、
帰
郷
し
て
い
た
李
中
敏
と
再
会
し
、
一
舟
び

交
流
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
共
に
、
「
甘
露
の
変
」
勃
発

の
報
せ
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。

「
甘
露
の
変
」
後
、
李
中
敏
は
朝
廷
に
復
帰
す
る
口
だ
が
、
給
事

中
の
在
任
期
に
官
官
仇
士
良
に
抗
議
し
た
た
め
に
、
辞
職
し
帰
郷
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
に
婆
州
、
杭
州
の
刺
史
と
な

り
、
そ
の
間
杜
牧
は
李
中
敏
の
二
度
に
わ
た
る
抗
議
行
動
を
「
李
給

に
詠
じ
た
。
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一
方
の
李
甘
は
、
そ
れ
か
ら
四
年
後
の
開
成
四
年
(
蹴
)
に
、
復

職
す
る
こ
と
無
く
討
州
で
死
去
し
た
。
こ
の
時
杜
牧
は
同
年
春
か
ら

左
補
閥
(
史
館
修
撰
を
来
任
)
と
し
て
大
和
九
年
以
来
の
朝
廷
勤
務

に
あ
り
、
そ
こ
で
追
悼
の
意
を
込
め
て
と
「
李
和
鼎
」

と
を
詠
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
、
「
李
給
事
」
其
一
に
つ
い
て

ま
ず
、
李
中
敏
を
詠
じ
た
「
李
給
事
」
一
一
首
の
う
ち
、
州
問
注
・
李

訓
へ
の
抗
議
を
詠
じ
た
第
一
首
を
以
下
に
挙
げ
る
。

そ
つ
の
う

二
単
純
拝
官
接
中
一
意
繊
拝
す
自
己
畿
の
中

様
傑
朝
廷
有
古
風
探
傑
と
し
て
朝
廷
に
古
風
有
り

一
見
礼
去
帰
繰
氏
学
一
冗
礼
去
り
て
帰
る
鍛
氏
の
学

(
原
注
〕
李
謄
退
罷
、
帰
椴
氏
教
授
生
徒
、
給
事
論
鄭
注
、

告
満
帰
頴
陽
(
李
謄
退
罷
し
、
根
氏
に
帰
り
て
生
徒
を
教
授

す
、
給
事
鄭
注
を
論
じ
、
満
を
告
し
て
頴
陽
に
帰
る
)

ま
み

江
充
来
見
犬
ム
口
宮
江
充
来
り
て
見
ゆ
犬
台
宮

〔
原
注
〕
鄭
注
対
於
浴
室
(
鄭
注
浴
室
に
対
す
)

紛
紙
自
問
ゆ
源
純
千
古
紛
…
私
自
昼
千
古
を
驚
か
し

し

ゅ

あ

ん

ち

か

欽

鎖

朱

般

幾

一

空

鉄

鎖

朱

殿

一

空

に

幾

し

出
突
徒
一
新
人
不
会
曲
突
薪
を
徒
す
も
入
会
さ
れ
ず

海

辺

今

作

釣

魚

翁

海

辺

今

釣

魚

の

翁

と

作

る

首
聯
で
は
、
「
李
中
敏
は
一
の
上
疏
文
を
自
欝
(
上
疏
文
を
入

れ
る
割
問
い
吊
の
袋
)
に
入
れ
て
奉
じ
た
。
そ
れ
は
周
闘
を
戦
傑
さ
せ

る
気
迫
で
、
朝
廷
に
古
の
直
一
一
一
日
の
土
た
る
気
風
が
あ
っ
た
」
と
、
鄭

注
弾
劾
の
緊
迫
し
た
様
子
を
詠
じ
る
。
し
か
し
そ
の
上
疏
は
開
き
入

れ
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
領
聯
で
は
「
後
漢
の
李
麿
が
線
氏
に
帰

郷
し
て
、
門
下
生
を
教
授
し
た
よ
う
に
、
李
中
敏
は
頴
陽
へ
帰
郷
し

た
。
そ
れ
に
代
わ
り
前
漢
の
江
充
が
犬
台
宮
に
て
武
帝
に
信
任
を
得

た
よ
う
に
、
鄭
注
は
浴
堂
殿
の
門
で
文
宗
に
信
任
を
得
た
」
と
い

う
。
こ
こ
に
、
李
中
敏
を
李
臨
調
に
比
し
て
そ
の
清
宮
ぶ
り
を
称
え
る

と
同
時
に
、
そ
の
上
疏
を
採
用
し
な
か
っ
た
が
為
に
文
京
は
誤
っ
て

小
人
物
を
近
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
す
る
杜
牧
の
見
方
が
窺
わ

れ
る
。
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次
い
で
第
六
匂
の
「
鉄
鎖
」
は
、
斧
と
台
(
人
を
斬
る
の
に
体
を

載
せ
る
)
と
の
称

q

「
朱
殿
」
は
赤
黒
い
色
の
こ
と
。
頚
聯
で
は
、

「
甘
露
の
変
〕
当
日
の
様
子
を
「
官
僚
達
が
騒
ぎ
乱
れ
た
自
恩
一
の
こ

と
、
遠
い
後
世
ま
で
を
も
驚
樽
さ
せ
る
事
件
が
起
き
、
耕
一
m
軍
の
振
る

う
斧
は
、
余
す
と
こ
ろ
無
く
血
に
染
ま
っ
た
」
と
述
べ
る
。
こ
れ

は
、
杜
牧
の
詩
文
中
に
お
け
る
、
「
判
口
露
の
変
」
勃
発
当
自
に
つ
い

て
、
唯
一
言
及
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
禁
軍
に
よ
っ
て
朝
廷
の
官
僚

逮
が
逃
げ
惑
い
惨
殺
さ
れ
た
惨
状
が
、
抽
象
的
だ
が
か
え
っ
て
鮮
烈

な
印
象
を
与
え
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
。



第
七
勾
「
由
突
従
薪
」
は
、
災
窓
口
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
の
喰
え
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
尾
聯
で
は
「
李
中
敏
は
災
い
の
元
凶
た
る
鄭
注
を

弾
劾
し
た
の
に
、
そ
の
功
綴
を
認
め
ら
れ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
却
っ

て
朝
廷
か
ら
遠
く
で
釣
り
を
す
る
関
雅
な
身
に
さ
れ
て
い
る
と
は
」

と
そ
の
境
遇
を
歎
き
、
李
中
敏
へ
の
正
当
な
評
価
を
訴
え
て
詩
を
結

9
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詩
中
で
は
、
果
敢
に
鄭
注
を
弾
劾
し
た
李
中
敏
を
、
の
寵
一
一
一
一
口
の

に
喰
え
て
称
揚
し
、
一
方
で
は
そ
れ
に
反
し
て
不
遇
な
境
遇
に
あ

る
と
の
同
情
を
寄
せ
る
。
ま
た
、
資
士
の
菰
諌
を
採
用
し
な
か
っ
た

こ
と
が
遠
悶
と
な
り
「
甘
露
の
変
」
の
惨
事
に
結
び
つ
い
た
と
い

う
、
杜
牧
の
認
識
も
窺
え
る
口
身
近
な
友
人
の
事
件
で
あ
る
に
も
拘

わ
ら
ず
、
立
品
婦
の
変
」
を
歴
史
上
の
一
事
件
と
し
て
客
観
祝
す
る
、

杜
牧
の
冷
静
な
視
点
を
も
、
併
せ
て
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

問
、
「
李
甘
詩
」
に
つ
い
て

次

に

、

李

討

を

詠

じ

た

・

「

李

和

鼎

」

の

こ

に

お

け

る
、
李
甘
と
社
牧
自
身
と
の
捕
か
れ
方
を
検
一
引
出
し
て
ゆ
き
た
い

D

五

一
宮
古
詩
「
李
甘
強
制
い
に
は
、
当
時
の
朝
廷
に
て
李
甘
の
傍
ら
に
い
た

杜
牧
の
自
を
通
し
た
、
具
体
的
な
李
甘
波
誠
一
事
件
の
全
容
が
記
さ
れ

て
い
る
。

本
詩
は
、
当
時
の
朝
廷
の
様
子
か
ら
始
ま
る
。
社
牧
は
、
平
和
な

朝
廷
で
、
官
僚
違
と
文
京
と
が
鄭
注
・
李
訓
の
悪
錬
さ
に
気
づ
か
ぬ

う
ち
に
、
一
向
者
は
密
か
に
勢
力
を
伸
ば
し
続
け
て
遂
に
絶
大
な
権
力

を
持
つ
に
至
っ
た
、
と
描
く
。
次
い
で
、
官
僚
達
が
そ
れ
を
境
に
豹

変
し
、
鄭
注
・
李
訓
に
阿
訣
追
従
す
る
よ
う
に
な
っ
た
様
子
を
、
次

の
様
に
表
す
(
数
字
は
匂
の
通
し
番
号
を
示
す
)
。

む
森
森
明
庭
土
森
森
た
る
明
庭
の
士

n
縮
縮
循
踏
鼠
縮
縮
た
る
循
婚
の
鼠

お

平

生

魚

名

節

平

生

名

節

を

負

う

も

M

一
日
…
如
奴
虜
一
日
一
奴
虜
の
如
し

お
指
名
為
鏑
党
指
名
し
て
錨
党
と
為
し

お

状

跡

誰

告

訴

状

跡

誰

か

告

訴

せ

ん

幻
菩
無
李
杜
訣
李
杜
の
訣
無
き
を
喜
び

こ
ん
け
ん

お
敢
樽
究
鍬
苦
敢
え
て
究
鉛
の
背
を
樺
る

名
君
が
治
め
る
朝
廷
で
威
厳
の
あ
っ
た
官
僚
逮
は
、
怯
え
て
壁
沿
い

を
走
る
鼠
の
様
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
奇
骨
あ
る
と
評
判
だ
っ
た
官

僚
は
、
…
一
桝
に
し
て
鄭
注
・
李
訊
の
奴
隷
の
如
く
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
官
僚
逮
は
互
い
に
朋
党
と
謹
告
し
あ
い
、
陥
れ
ら
れ
た
者
の
無

実
を
訴
え
て
庇
う
者
な
ど
い
な
い
。
む
し
ろ
彼
ら
は
擁
護
し
な
い
こ

と
で
、
後
漢
の
李
熔
と
杜
鰭
の
様
に
{
臣
官
勢
力
に
抗
っ
た
た
め
「
脱

党
」
と
し
て
処
閑
却
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
を
喜
び
、
刑
罰
の
背
し
み

を
避
け
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
。
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こ
の
椋
に
豹
変
し
た
間
僚
の
中
に
あ
っ
て
、
李
甘
の
抗
議
行
動
は

如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
以
下
に
は
、
李
甘
が
抗
議
を
決
意

し
、
そ
れ
を
杜
牧
に
告
げ
る
様
子
、
そ
し
て
そ
の
結
果
左
遷
さ
れ
る

願
来
が
掛
か
れ
る
。

幻

予

時

与

和

鼎

予

時

に

和

鼎

と

M
官

斑

各

持

斧

寄

斑

各

お

の

持

斧

す

お
和
鼎
麟
予
去
和
問
問
予
を
顧
み
て
去
く

祁

我

死

有

処

所

我

が

死

処

所

有

り

幻
当
廷
裂
詔
書
廷
に
当
た
り
て
認
書
を
裂
き

祁
退
立
須
鼎
沼
退
立
し
て
鼎
組
を
須
た
ん
と

「
私
は
死
に
処
を
得
た
。
明
日
朝
廷
で
、
鄭
注
の
事
相
就
任
が
記

さ
れ
た
詔
勅
を
破
り
捨
て
、
そ
の
後
は
刑
が
下
る
の
を
待
つ
つ
も
り

だ
」
と
、
李
甘
は
死
刑
す
ら
覚
悟
し
て
抗
一
読
す
る
決
意
を
、
社
牧
に

告
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
杜
牧
が
ど
う
応
答
し
た
の

か
!
!
制
止
し
よ
う
と
し
た
の
か
或
い
は
励
ま
し
た
の
か

i
i
に
つ

い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
謹
朝
の
朝
廷
で
は
、
鄭
注
の
宰
相
就
任
と
は
無
関
係
の

詔
勅
が
出
さ
れ
た
口
杜
牧
は
そ
の
詔
勅
を
見
て
、
社
・
位
句
「
綴
雅

千
宮
容
、
勃
欝
広
口
累
怒
」
(
搬
雅
た
り
千
官
の
答
、
勃
欝
た
り
吾
が
累

怒
)
と
、
厳
か
な
蘭
持
ち
の
官
僚
遠
の
中
で
、
一
人
怒
り
が
沸
き
起

こ
る
の
を
感
じ
た
と
述
べ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
、
李
甘
の
援

設
や
抗
議
と
い
っ
た
誼
接
的
な
行
動
を
取
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ

た
。
そ
し
て
次
の
日
、
李
甘
夜
遅
の
詔
が
下
る
。

以
下
の
館
所
に
は
、
李
甘
が
左
遷
先
へ
と
赴
く
様
子
が
、
毘
原
の

イ
メ
!
ジ
と
震
一

H

ね
合
わ
せ
て
描
か
れ
て
い
る
。

灯

夜

埜

青

泥

坂

夜

背

泥

坂

に

登

る

に

特
墜
車
傷
在
股
雄
一
車
左
股
を
傷
な
う

ω
病
蓑
尚
在
林
病
委
尚
お
林
に
在
り

印

稚

子

初

離

乳

稚

子

初

め

て

離

乳

す

日

酪

櫛

思

楚

沢

幽

蘭

楚

沢

を

思

い

臼

恨

水

崎

湘

鴻

恨

水

湘

諸

に

時

く

日
祝
悦
一
一
一
関
魂
況
悦
た
り
一
ニ
間
の
魂

M
悠

悠

一

千

古

悠

悠

た

り

一

千

吉

第
灯
句
は
、
萄
の
地
へ
の
ル
ー
ト
に
あ
る
青
泥
嶺
の
イ
メ
ー
ジ
を

用
い
て
、
「
李
甘
は
急
ぎ
厳
し
い
旅
の
途
に
就
い
た
」
と
い
う
口
第

川
初
旬
「
竪
車
」
は
、
清
・
鴻
集
椅
注
蒜
大
…
川
詩
集
注
』
の
引
く
よ
う

に
字
社
子
」
達
生
篇
の
「
酔
者
之
墜
車
、
雌
疾
不
死
。
骨
節
与
人
同

市
犯
中
一
一
口
与
人
果
、
設
(
神
全
也
。
」
(
酔
者
の
車
よ
り
墜
つ
る
や
、
疾
む
と

雄
も
死
せ
ず
。
骨
節
人
と
同
じ
く
し
て
犯
害
人
と
異
な
る
は
、
其
の
神
全

け
れ
ば
な
り
)
を
踏
ま
え
る
。
「
傷
左
股
」
は
、
『
周
易
』
明
夷
篇
の

「
夷
子
左
股
。
用
怒
馬
壮
、
吉
。
」
(
左
股
を
煎
る
。
用
て
阪
う
に
馬
壮

な
れ
ば
、
吉
な
り
)
で
あ
り
、
傷
の
程
度
が
比
較
的
軽
い
の
で
、
速
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や
か
に
去
れ
ば
摘
を
避
け
ら
れ
る
と
の
意
。
即
ち
「
李
甘
は
動
じ
な

い
精
神
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
憂
き
目
も
大
き
な
痛
手
と
な
ら

ず
好
転
し
よ
う
」
と
の
意
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
李
甘
の
萎
は
病
床
に

あ
り
、
子
供
は
ま
だ
幼
い
と
い
う
辛
い
状
況
に
あ
る
。
杜
牧
法
道
中

で
の
李
討
の
様
子
を
日

i
M勾
で
「
ひ
っ
そ
り
と
咲
く
欝
に
屈
原
の

初
徳
っ
た
楚
の
mm
沢
を
思
い
浮
か
べ
、
期
江
の
ほ
と
り
に
来
て
は
屈

原
の
投
身
し
た
恨
み
を
患
っ
て
泣
い
た
。
変
然
自
失
の
李
せ
の
思
い

は
、
議
か
背
の
路
原
の
無
念
を
再
現
し
た
も
の
だ
っ
た
」
と
表
す
。

次
い
で
場
揺
は
一
転
し
、
「
甘
援
の
変
」
後
か
ら
現
在
に
至
る
政

治
状
況
と
、
社
牧
自
身
の
心
情
と
が
、
以
下
の
様
に
述
べ
ら
れ
る
。

出
其
冬
一
一
兇
敗
其
の
冬
ニ
兇
敗
れ

出
漁
汗
問
問
湯
腎
換
、
汗
湯
習
を
間
関
く

幻

賢

者

須

喪

亡

賢

者

袈

亡

を

須

ち

印
州
議
人
尚
堆
堵
議
入
尚
お
堆
堵
す

的

予

於

後

四

年

予

後

四

年

に

於

い

て

ω
諌

官

事

明

主

諌

官

明

主

に

慕

う

日
営
欲
…
笥
胸
菟
常
に
儲
菟
を
一
宮
ぎ

切

於

時

…

縛

補

時

に

於

い

て

日
拝
章
援
問
鰍
難

似
服
務
会
多
援
健

そ
の
年
の
冬
、
「

に
神
構
せ
ん
と
欲
す

に
綴
難
な
ら
ん
や

李
訓
が

の

変
」
で
誘
殺
さ
れ
る
と
、
刑
罰
の
緩
や
か
な
時
代
と
な
っ
討
。
し
か

し
尚
お
も
賢
人
は
誠
亡
の
危
機
に
あ
り
、
議
人
は
依
然
と
し
て
大
勢

い
る
、
と
い
う
。
社
牧
は
こ
の
不
安
定
な
政
需
の
中
で
再
び
朝
廷
勤

務
に
あ
り
、
「
常
に
窪
鍔
を
晴
ら
し
、
た
だ
ひ
た
す
ら
持
政
を
補
佐

し
た
い
と
患
っ
て
い
る
、
上
疏
も
難
し
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
と
懸

命
に
仕
え
ん
と
す
る
志
を
述
べ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
抱
負
を
述
べ

る
一
方
で
、

ωω

・
似
匂
で
は
可
自
分
は
勇
気
が
無
く
心
配
事
が
多
い

と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
自
分
に
は
李
甘
の
菟
罪
を
晴
ら
す
自

信
が
無
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
社
牧
は
親
友
に
対
し
、
率
直
な

患
い
を
吐
露
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
詩
の
最
後
に
は
、
李
せ
を
屈
原
に
、
自
身
を
翼
誼
に
擬
え

て
、
李
せ
へ
の
哀
樟
の
患
い
を
詠
じ
る
。

日
如
何
千
斗
気
如
何
ぞ
子
斗
の
気

以

w

覚
作
炎
荒
土
寛
に
炎
荒
の
土
と
作
る

間
山
題
此
沸
讃
筆
此
を
題
し
て
沸
も
て
筆
を
滋
お
し

倍
以
代
投
機
試
以
て
投
機
賦
に
代
え
ん

で
授
、
く
気
は
、
南
の
果
て
の
地
に
還
っ
て
し
ま
っ

の
詩
を
作
り
涙
で
筆
を
濡
ら
し
て
、
資
誌
が
屈
原

と
い
う
「
投
機
賦
」
に
代
え
よ
う
、
と
い
う
。

る
と
、
前
半
で
は
社
牧
の
尽
を
通
し
た
当
時
の

一
部
始
終
を
描
い
て
い
る
。
そ
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し
て
後
半
で
は
、
既
摘
先
へ
赴
く
苓
甘
を
、
不
適
な
賢
人
た
る
腐
原

の
イ
メ
ー
ジ
を
震
ね
合
わ
せ
て
描
く
。
こ
の
後
半
部
分
の
描
き
方

は
、
追
悼
詩
の
類
地
的
表
現
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
踏
ま

え
た
上
で
も
な
お
、
杜
牧
の
李
甘
に
寄
せ
る
友
情
、
賞
賛
が
瀦
わ
れ

る
。
杜
牧
は
李
甘
の
側
に
立
っ
た
直
接
的
な
援
護
行
動
は
取
ら
な
か

っ
た
。
し
か
し
ず
っ
と
李
甘
の
傍
に
い
て
行
動
し
、
李
甘
疑
請
の
命

令
に
も
憤
り
を
感
じ
た
と
記
す
。
社
牧
の
理
念
は
ま
さ
に
李
甘
の
側

に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

五
、
「
李
和
鼎
」
に
つ
い
て

次
に
、
ぺ
李
和
鼎
」
詩
を
見
て
み
た
い
。
七
言
絶
句
の
本
詩
は
、

叙
述
的
措
写
の
「
李
討
詩
」
と
奥
な
り
、
寓
意
を
用
い
て
李
甘
の
菟

鍔
を
訴
え
る
。
ま
た
以
上
の
ニ
首
と
伺
様
に
、
李
甘
を
古
人
の
気
風

を
継
ぐ
緊
土
と
し
て
肱
揚
し
、
そ
の
不
過
に
対
す
る
向
情
を
詠
じ

る。

あ
た

鵬

鳥

飛

来

庚

子

高

飛

び

来

り

て

庚

子

直

答

諮
去
日
蝕
辛
卯
年
一
誠
去
口
は
は
触
す
半
卯
の
年

由
来
校
死
賢
才
事
由
来
柾
死
は
賢
才
の
事

消

長

柑

持

勢

自

然

消

長

相

持

す

勢

い

自

然

な

り

第
一
匂
は
、
費
詑
「
鱗
鳥
賦
」
の
「
庚
子
臼
斜
、
服
集
予

(
庚
子
の
日
斜
め
な
る
と
き
、
服
予
が
舎
に
集
る
)
を
典
故
と
し
て

の
舎
に
飛
来
し
た
の
は
、
庚
子
の
目
だ
っ
た
」

と
述
べ
る
。
出
来
沙
の
地
に
、
李
甘
左
遷
の
地
で
あ
る
封
川
を
重
ね
合

わ
せ
て
、
李
甘
に
災
い
が
降
り
か
か
っ
た
こ
と
を
喰
え
て
い
る

G

第
二
句
は
、
訟
府
経
」
小
雅
・
十
月
之
交
の
「
朔
日
辛
卵
、

B
有

触
之
、
亦
孔
之
腕
」
(
朔
日
半
卯
、
日
の
之
を
触
す
る
有
り
、
亦
た
孔
だ

之
脱
む
)
を
典
故
と
す
る
。
鄭
築
に
「
絵
侵
陽
、
医
侵
君
之
象
。
日

辰
之
義
、
日
為
者
、
民
為
盟
。
辛
、
金
也
。
卯
、
木
也
。
又
以
卯
侵

半
、
故
甚
惑
也
。
」
(
陰
の
陽
を
侵
す
は
、
回
の
君
を
侵
す
の
象
。
自
辰

の
義
は
、
日
を
君
と
為
し
、
肢
を
臣
と
為
す
。
辛
は
、
金
な
り
。
卯
は
、

木
な
り
。
又
巾
仰
を
以
て
辛
を
侵
す
、
故
に
甚
だ
惑
な
り
)
と
あ
る
の
を

踏
ま
え
れ
ば
、
「
李
せ
が
疑
識
の
憂
き
自
に
あ
っ
た
の
は
、
臣
下
の

鄭
注
・
李
訴
が
文
宗
を
侵
し
た
年
だ
っ
た
」
と
の
意
で
あ
ろ
う
。

後
半
二
匂
は
、
「
古
よ
り
無
笑
の
罪
で
非
業
の
死
を
遂
げ
る
の
は
、

李
甘
の
如
き
賢
人
の
常
で
あ
る
。
小
人
と
賢
人
と
の
接
表
は
括
抗
す

る
も
の
で
、
人
間
の
カ
で
は
如
何
と
も
し
難
い
の
だ
」
と
歎
じ
て
結

ぶ
。
「
李
首
詩
」
と
異
な
り
李
甘
個
人
に
即
し
た
具
体
的
な
言
及
が

無
く
、
む
し
ろ
親
友
を
完
全
に
対
象
化
し
て
一
人
の
不
遇
な
賢
士
像

を
詠
じ
た
詩
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
二
苗
の
「
李
甘
詩
」
及
び
「
李
和
鼎
」
は
、
恐
ら
く
連
動

す
る
意
識
の
も
と
で
詠
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
社
牧
は
李
せ
の
抗
議
行
動
に
対
す
る
敬
意
と
、
菟
罪
を
靖
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社
牧
の
彼
ら
へ
の
共
惑
を
示
す
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
自
体
に
、
社

牧
の
「
局
菌
の
緯
情
け
な
い
同
僚
と
は
違
い
、
自
分
は
友
人
に
共
感
す

る
、
友
人
側
の
人
間
で
あ
る
」
と
い
う
自
負
が
表
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
社
牧
は
李
甘
の
左
遷
に
際
し
、
援
護
な
ど
の
直
接
的
な

行
動
は
取
ら
ず
、
病
気
と
称
し
て
中
央
勤
務
か
ら
退
い
た
。
こ
の
行

為
は
、
李
甘
・
李
中
敏
の
直
一
一
一
一
同
仁
よ
る
抗
議
と
比
較
し
た
場
合
、
消

極
的
な
身
の
処
し
方
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
李
甘
等
と
違

う
、
社
牧
流
の
態
度
の
示
し
方
で
は
な
か
っ
た
か
。

と
い
う
の
も
、
社
牧
は
幼
少
の
頃
よ
り
歴
史
に
精
通
し
て
い
た
。
そ

れ
は
「
李
給
事
」
其
一
に
示
さ
れ
る
、
「
甘
露
の
変
」
へ
の
冷
静
な

摸
点
か
ら
も
窺
え
よ
う
。
そ
れ
故
に
、
古
来
よ
り
蓋
言
に
よ
る
誠
諌

を
行
っ
た
た
め
の
不
遇
な
結
末
に
つ
い
て
、
社
牧
は
熟
知
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
。
前
掲
話
相
庸
冊
一
一
之
社
牧
伝
に
「
少
与
李
甘
、
李
中
敏
、

宋
部
善
。
其
通
古
今
、
善
処
成
敗
、
甘
等
不
及
也
」
と
記
す
通
り
で

あ
る
。
ま
た
「
与
人
論
諌
晶
一
一
間
」
(
巻
十
二
)
で
は
、
直
諌
が
皇
帝
に

気
に
入
ら
れ
な
か
っ
た
歴
史
上
の
例
を
挙
げ
、
腕
曲
な
誠
諌
こ
そ
効

果
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
従
っ
て
、
李
甘
・
李
中
敏
の
直
一
一
一
向
に
対

し
て
も
、
共
感
し
こ
そ
す
れ
冷
静
に
対
処
し
て
い
た
面
も
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
大
和
九
年
の
朝
廷
勤
務
、
そ
こ
で
体
験
し
た
友
人
の
左

そ

れ

に

続

く

と

い

う

一

連

の

事

件

に

際

し

て

、

ら
さ
れ
ぬ
ま
ま
死
去
し
た
境
遇
へ
の
同
情
、
義
一
慎
を
感
じ
て
い
た
。

そ
こ
で
「
李
甘
詩
」
に
て
、
開
設
追
従
す
る
同
僚
遠
の
中
で
一
人
果

敢
に
抗
議
を
行
っ
た
李
せ
の
勇
姿
を
描
き
、
し
か
し
李
せ
の
菟
罪
を

晴
ら
す
自
信
が
無
い
と
不
安
を
吐
露
し
た
。
恐
ら
く
そ
れ
故
に
社
牧

は
、
「
李
和
鼎
」
の
詩
で
、
寓
意
を
用
い
て
李
せ
の
菟
罪
を
一
詠
じ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

六
、
友
人
へ
の
思
い
と
社
牧
の
自
負
と

と
こ
ろ
で
「
李
甘
詩
」
に
は
、
一
詩
制
制
作
時
点
の
社
牧
の
心
情
を
表

す
の
に
比
べ
て
、
李
甘
左
遷
当
時
の
杜
牧
の
姿
が
、
僅
か
に
し
か
見

出
せ
な
い
。
ま
た
李
甘
の
決
意
に
対
す
る
社
牧
の
反
応
、
つ
ま
り
社

牧
の
認
識
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
社
牧
は
李
せ
の
決
意
を
開
い
て
、

翌
日
李
甘
が
抗
議
を
決
行
す
る
場
に
行
っ
た
と
い
う
、
一
連
の
行
動

が
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
記
述
か
ら
、
社
牧
が
常
に

李
せ
の
傍
ら
は
い
て
共
に
一
事
件
を
体
験
し
た
こ
と
が
分
か
り
、
両
者

の
深
い
友
情
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
気
骨
あ
る
者
と
友
人
で
あ
る
と
い

う
こ
と
、
そ
し
て
李
せ
の
抗
議
の
決
意
を
開
い
て
か
ら
疑
請
の
命
令

が
下
る
ま
で
ず
っ
と
側
で
見
守
る
と
い
う
行
動
。
そ
れ
は
、
社
牧
の

一
種
の
意
思
表
明
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
記
す
と
こ
ろ
に
社
牧

の
自
負
が
表
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

Q

社
牧
が
詩
中
で
李
甘
・
李
中
敏
の
行
動
を
称
え
る
の
は
、

つ
ま
り
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杜
牧
は
平
然
と
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
ら

c

は
杜
牧
に
と
っ

て
、
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
体
験
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
朝
廷
勤
務
を
境
と
し
て
、
そ
れ
以
前
の
地
方
幕
府
任
官
期

か
ら
洛
陽
転
任
以
後
の
作
品
に
お
け
る
、
二
点
の
変
化
か
ら
推
測
さ

れ
る
。
一
つ
は
、
格
闘
以
後
の
作
品
に
、
社
牧
の
精
神
的
衰
弱
を
示

す
如
く
に
「
附
明
者
」
が
詠
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
引
、
ま
た
再
び
の
中

央
勤
務
に
対
す
る
不
安
が
多
く
称
じ
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
も
う
一
つ

は
、
幕
戦
官
の
時
期
に
制
作
し
た
「
罪
一
一
一
一
之
、
日
小
十
六
衛
」
等
の
悶

策
を
論
ず
る
上
奏
文
を
、
洛
陽
転
任
以
後
は
政
治
意
欲
が
減
退
し
た

4

叩パご

か
の
如
く
、
暫
く
の
間
著
さ
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
の
衝
撃
ゆ
え
か
、
杜
牧
は
洛
陽
転
任
か
ら
李
甘
死
去
ま
で
の
四

年
間
沈
黙
し
続
け
、
李
甘
が
死
去
し
た
際
に
初
め
て
当
時
を
諮
っ

た
。
し
か
し
そ
れ
以
後
は
再
び
、
「
李
給
一
事
」
、
「
昔
事
文
皇
帝
三
十

二
齢
、
」
と
い
う
僅
か
な
言
及
を
残
す
の
み
で
あ
っ
た
。
言
及
の
少
な

さ
は
、
社
牧
が
積
極
的
に
は
諮
り
た
く
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
も

い
ト
で
つ
。

七
、
結
語

以
上
、
社
牧
の
友
人
李
甘
・
李
中
敬
と
の
交
流
を
通
し
て
、
社
牧

の
人
生
に
お
け
る
の
変
一
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

友
人
を
詠
じ
る
ご
に
は
、
友
人
の
果
敢
な
抗
議
行
動
に
対
す

る
称
賛
と
、
そ
の
後
の
不
遇
な
境
遇
に
対
す
る
同
情
、
正
当
な
評
価

を
望
む
思
い
と
が
表
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
ま
た
、
鄭
注
・
李
訓

と
開
聞
の
阿
訣
追
従
す
る
向
僚
へ
の
批
判
も
記
さ
れ
て
い
た
。
一
方

で
親
友
を
相
対
化
し
、
ま
た
「
甘
露
の
変
」
を
歴
史
上
の
一
事
件
と

し
て
描
〈
と
い
う
、
杜
牧
の
客
観
的
な
視
点
も
窺
わ
れ
る
。

杜
牧
は
「
甘
欝
の
変
」
に
際
し
て
、
ホ
サ
甘
・
李
中
敏
の
様
に
直
接

的
な
抗
議
の
態
度
を
示
し
は
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
病
と
称
し
て
難

を
避
け
、
長
ら
く
沈
黙
を
続
け
て
い
た
。
し
か
し
李
せ
・
李
中
敏
を

一
散
じ
た
詩
か
ら
、
社
牧
の
理
念
は
彼
ら
の
側
に
あ
る
こ
と
、
ま
た

「
自
分
は
情
け
な
い
同
僚
逮
と
は
違
い
、
李
甘
・
李
中
敏
を
友
と
す

る
側
の
人
間
で
あ
る
」
と
い
う
自
負
、
杜
牧
流
の
抗
議
の
態
度
が
窺

え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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、三本
稿
で
引
用
す
る
杜
牧
詩
文
の
底
本
は
、
認
穴
川
川
文
集
』
(
陳
允
吉
校
点
、
上

海
古
籍
出
版
社
、
一
九
七
八
年
九
月
)
を
用
い
た
。

(
i
)
「
杜
牧
「
昔
一
事
文
皇
帝
三
十
二
韻
」
に
つ
い
て
i

そ
の
制
作
意
思
を
め

ぐ
っ
て
1

」
(
中
国
文
化
学
会
門
中
国
文
化
l
研
究
と
教
育
!
」
第
印
号
、

二
O
O
一
年
六
月
九

(2)
大
中
三
年
制
作
の
「
唐
故
太
子
少
師
奇
章
郡
開
国
公
贈
太
尉
牛
公
墓

誌
銘
」
(
巻
七
)
、
大
中
六
年
の
「
唐
故
東
山
節
度
使
検
校
右
僕
射
兼
御
史

大
夫
鱒
司
徒
罵
公
墓
誌
銘
」
(
巻
七
)
、
「
唐
故
准
南
支
使
試
大
理
評
事
兼



(
巻
九
九
及
び
開
成
一
〔
胡
可
先

人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
九
一
一
一
年
九
月
の
九
十
二
頁
参
照
)
の

「
牡
秋
娘
詩
」
(
巻
二
。
尚
お
、
鳥
取
晩
年
で
あ
る
大
中
六
年
の
墓
誌
銘
に

も
向
者
へ
の
批
判
が
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
杜
牧
は
終
生
両
者
に
批
判
的

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

(3)
越
議
惇
「
社
牧
詩
思
想
与
芸
術
述
論
」
(
青
山
北
師
院
学
報
い
一
九
八

三
年
第
間
期
)
、
簡
満
江
「
甘
露
の
変
と
詩
人
た
ち
1
1

李
簡
憶
を
中
心
と

し
て
i
」
(
吋
日
本
中
間
学
会
報
い
第
三
十
七
紫
、
一
九
八
五
年
十
月
所

収
)
、
葛
腕
音
「
杜
牧
和
他
的
詩
歌
」
(
吋
漢
麿
文
学
的
措
変
い
北
京
大
学

出
版
社
、
一
九
九

O
年
十
…
月
所
収
)
、
郭
英
一
広
「
剛
直
奇
節
晃
風
骨
i

従
杜
牧
対
日
的
態
度
出
荷
他
的
人
品
」
(
叫
桂
海
論
叢
」
…
九
九

六

年

第

四

期

)

、

・

中

晩

藤

政

治

与

文

学

的

交

会

点

」

安
徽
大
学
出
版
社
、

一一

0
0
0年
十
月
所
収
)
他
。

(
4
)
巻
九
に
「
杜
牧
之
鰭
甘
詩
去
又
有
娘
中
敏
詩
一
五

議
探
綿
一
一
公
之
品
一
一
間
不
行
、
府
制
法
得
恋
其
謀
也
。
蓋
当
是
持
、
仇
土
良
繍

図
柄
、
勢
焔
燕
灼
、
士
大
夫
於
議
論
之
問
、
不
敢
以
誹
注
為
景
、
以
賀
殺

身
之
禍
、
故
牧
之
之
詩
如
此
。
」
と
あ
り
、
ま
た
巻
十
一
に
「
杜
牧
之
詩

去
立
回
一
事
文
泉
市
(
略
)
到
口
部
成
呑
い
歪
与
人
論
議
尤
可
怪
。
謂
川
端
部

殺
人
者
殺
人
愈
多
、
練
政
猟
者
政
猟
愈
誌
…
い
。
是
欲
持
天
下
忠
義
之
口
、

有
阻
如
牧
、
間
家
英
明
…
…
一
哉
。
然
唐
史
乃
鰐
吋
駒
山
之
剛
直
有
奇
節
、
敢
論
列

大
事
、
指
蹴
科
病
尤
切
い
何
邪
。
」
と
あ
る
。

(
5
〉吋

mw閉
山
穐
い
巻
六
四
四
・
寅
挙
削

M
m
等
期
日
阜
、
李
討
、
社
牧
い
と
あ
る
。

一
の
大
和
二
年
の
条
に

(6) 。ザ。
(
7
)
新

出

は

大

和

六

年

に

作

る

。

は

大

和

八

年

六

月
の
条
に
記
し
、
一
「
資
治
通
鑑
考
異
」
は
諮
問
成
紀
事
」
、
吋
大
和
推
兇
記
い

が
八
年
六
月
と
記
す
の
に
拠
る
と
す
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
説
に
従
う
。

(8)
吋
国
農
骨
一
一
周
い
李
中
敏
伝
は
格
陽
と
記
す
が
、
「
李
給
事
」
其
一
の
原
注

に
頴
陽
と
記
す
の
に
従
う
。

(9)
史
書
と
「
李
甘
詩
」
の
記
述
に
は
真
向
が
あ
る
。
吋
mn麿
奮
い
文
京
紀

及
び
吋
権
問
日
間
通
鑑
い
大
和
九
年
七
月
の
条
は
、
李
せ
左
遷
の
日
を
「
器
〈

亥
」
(
一
一
十
日
)
と
記
し
、
越
備
の
都
坊
節
度
使
任
命
を
八
月
甲
申
と
記

す
。
「
李
甘
詩
」
に
は
、
李
甘
が
抗
議
を
決
意
し
た
巴
を
「
民
午
」
(
二
十

七
日
)
と
記
し
、
翌
日
越
機
の
郵
坊
節
度
鍍
任
命
の
詔
勅
が
出
さ
れ
、
そ

の
袈
日
夜
識
が
決
定
さ
れ
た
と
記
す
の
に
拠
れ
ば
、
李
甘
挺
請
の
日
は

「
壬
申
ん
(
二
十
九
日
)
と
な
る
。
清
・
褐
集
梧
注
吋
焚
川
詩
集
注
」
の

「
李
せ
詩
」
題
下
注
は
、
「
李
甘
詩
」
の
記
述
を
是
と
判
断
し
て
お
り
、
こ

こ
で
は
こ
れ
に
従
う
。

(
叩
)
「
腎
故
ぞ
躍
章
節
度
巡
官
縦
割
李
府
君
墓
誌
銘
」
(
巻
九
)
に
「
大
和

九
年
、
為
監
儲
分
司
東
部
、
今
謀
議
大
夫
李
中
敏
(
略
)
成
品
一
一
間
於

と
あ
る
。

李
中
敏
伝
に
「
沈
伝
師
観
察
江
西
、
府
為
判
官
。
」
と
あ

(66 ) 

仇
士
良
以
開
府
階
蔭
英
子
、
中
敏
日

一
。
訴
是
復
棄
宮
去
。
開
成
末
、
為
裂
、
杭

と
あ
る
。
叫
権
問
治
通
鑑
い
は
開
成
五
年
十
一
月

帰
郷
し
た
と
の
記
事
が
な
く
、
李
徳
絡
が
李
中
敏
を
厭

い
る
。
場
仲
勉
・
陳
遼
超
整
理
沼
地



鍛
階
踏
紀
比
率
質
疑
い
(
中
華
書
局
、
一
九
七
七
年
八
月
〉
「
李
中
敏
与
徳

描
」
の
条
で
は
、
沼
地
鑑
い
に
記
す
時
期
と
李
徳
裕
と
の
関
連
と
を
続
開

と
す
る
。
但
し
李
中
敏
の
給
事
中
任
官
は
、
諌
議
大
夫
任
官
の
後
で
あ

り
、
宋
・
…
上
神
撰
石
川
会
要
い
巻
五
十
五
・
甑
の
条
に
「
開
成
一
一
一
年
八

月
、
誠
一
説
大
火
知
一
地
使
事
李
中
敏
奏
」
と
あ
る
の
に
拠
れ
ば
、
同
十
く
と
も

開
成
三
年
八
月
以
簡
と
な
る
。

(
ロ
〉
制
作
時
期
を
、
朱
碧
蓮
選
投
川
社
牧
選
集
い
(
上
海
古
籍
出
版
社
、
一

九
九
五
年
五
月
)
、
周
錫
戟
選
注
吋
杜
牧
詩
選
い
(
遠
流
出
版
公
司
、
一
九

八
八
年
七
月
)
は
、
問
問
成
末
頃
と
す
る
が
、
郭
文
錦
「
杜
牧
詩
文
繋
年
小

錦
い
(
叶
人
文
雑
誌
い
一
九
八
九
年
第
五
期
)
は
日
制
賠
勢
い
の
記
述
を
誤

り
と
し
た
上
で
、
会
間
四
五
年
の
作
と
推
論
し
て
お
り
、
一
定
し
な
い
。

(
日
)
ベ
後
漢
書
」
李
時
伝
に
「
以
公
事
免
官
、
選
居
論
氏
、
教
授
常
千
人
。
」

と
あ
る
。
「
愉
氏
」
は
李
府
の
故
郷
穎
川
郡
の
属
。
調
集
梧
注
の
引
く

山

本

・

彰

叔

変

撰

事

証

の

条

に

は

、

詩

中

の

「

紋

氏

」

(M)

漢
の
武
帝
時
代
に
一
品
蕗
の
獄
で
太
子
劉
州
慨
を
舵
め
、
後
に

抹
殺
さ
れ
た
人
物
。
濯
例
措
悶
い
江
充
列
伝
に
「
初
、
充
召
見
犬
台
宮
、

(
略
)
充
為
人
魁
降
、
容
貌
高
一
壮
。
帝
望
見
荷
異
之
。
」
と
あ
る
。
鄭
注
は

沼
山
唐
詩
い
鄭
一
位
伝
に
寸
法
進
薬
方
一
巻
、
令
守
澄
召
注
対
浴
堂
内
、
賜

錦
縁
。
」
と
あ
る
。
鄭
注
を
江
充
に
替
え
る
表
現
は
、
一
法
2
所
掲
「
社
秋

娘
詩
」
に
も
コ
尺
桐
偶
人
、
江
充
知
自
欺
」
(
一
尺
の
栴
偶
入
、

自
ら
欺
く
を
知
る
)
と
あ
る
。

(
日
)
べ
准
南
子
い
説
山
訓
、
後
漢
・
精
一
諦
撰

代
の
弁
説
家
・
淳
子
一
党
の
逸
話
が
克
え
、

容
が
見
え
る
。

(
国
)
鴻
集
摺
件
二
例
挙
げ
る
う
ち
、
後
漢
の
李
間
・
杜
喬
の
称
で
は
な

く
、
党
鍛
の
禁
と
の
関
係
を
踏
ま
え
て
李
府
・
社
密
の
称
と
解
す
。

(
げ
)
こ
の
様
に
禁
軍
と
役
所
の
官
僚
と
が
豹
変
し
て
、
阿
訣
追
従
す
る
よ

う
に
な
っ
た
姿
は
、
「
昔
…
事
文
泉
帝
ー
一
一
一
十
二
韻
」
に
も
描
か
れ
て
い
る
。

更
に
「
森
森
明
庭
土
縮
締
簡
摘
鼠
」
(
李
甘
詩
)
と
「
稜
稜
芝
蘭
随

森
森
山
桝
練
藩
」
(
昔
詩
)
と
い
う
類
似
し
た
表
現
も
見
え
る
こ
と
か
ら
、

社
牧
の
向
僚
及
ぴ
鄭
注
・
李
訓
に
対
す
る
認
識
は
、
一
一
首
制
作
の
間
の
数

年
間
を
経
て
も
一
貫
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

(
日
)
注
者
不
明
の
朝
鮮
刻
本
誌
河
川
文
集
爽
注
」
は
、
吋
一
冗
和
郡
県
関
志
い

の
背
泥
嶺
(
山
南
道
興
州
長
挙
県
)
の
一
節
を
引
く
〔
原
文
は
字
の
興
関

あ
り
〕
。
一
方
、
潟
集
摺
注
は
、
同
時
一
一
閣
の
京
兆
府
藍
閏
県
の
一
節
「
県
刻
一

城
、
即
焼
榔
城
宮
、
俗
跡
調
之
背
泥
城
」
を
引
き
、
背
泥
嶺
で
は
な
い
と

記
す
。
李
甘
が
赴
く
嶺
南
道
へ
の
経
路
に
合
わ
な
い
と
解
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
様
に
、
実
擦
に
李
甘
が
関
悶
の
青
泥
城
に
て
何
ら
か
の
傷
を
お

っ
た
こ
と
を
詠
じ
た
と
す
る
解
釈
も
あ
る
。

(
山
口
)
注
3
所
掲
論
文
そ
の
他
、
社
牧
の
官
官
へ
の
態
度
を
論
じ
る
詩
論
で

は
、
こ
の
句
が
「
甘
躍
の
変
」
後
政
権
を
葉
課
し
た
箆
官
勢
力
に
お
も
ね

っ
た
表
現
か
ど
う
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
鄭
注
・
李
訓
の

過
酷
な
刑
法
が
、
皇
帝
の
善
政
に
と
っ
て
替
わ
っ
た
」
と
解
す
。

(
初
)
注
3
所
掲
葛
論
文
に
も
一
一
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(
れ
)
青
木
孝
子
「
杜
牧
の
嘆
老
意
識
と
そ
の
表
現
ー
か
流
年
。
グ
白
髪
仰
の

一
部
間
を
通
し
て
i
」
(
吋
鎌
田
正
博
士
八
十
寿
記
念
漢
文
学
論
集
」
大
修
舘
帯
一
一
日

応
、
一
九
九
一
年
一
月
所
収
)
参
照
。
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(n)
次
の
制
作
は
、
会
話
一
一
一
年
(
制
)
に
宰
相
李
徳
裕
に
宛
て
た
「
上
李

司
徒
相
公
論
用
兵
書
」
(
巻
十
ご
ο

但
し
杜
牧
は
、
そ
の
閣
に
も
引
き
立

て
を
求
め
る
書
簡
を
高
官
に
送
っ
て
お
り
、
政
治
意
欲
を
完
全
に
失
っ
た

と

の

意

味

で

は

な

い

。

(

筑

波

大

学

大

学

院

)

(68 ) 


